
※三井住友信託銀行は、横浜市と「旭区内の管理不全な空家等の発生の抑制等に係る連携協定」を結んでいます。

相続や不動産流通・有効利用等についてノウハウのある三井住友信託銀行

から所有者へアプローチすることで、管理不全な空家等となる前の早い段階で

流通につなげ、安全に暮らせるまちづくりと地域の活性化を目指します。

＜協定についてのお問い合わせ先＞

旭区役所区政推進課 電話 045-954-6026

Ｑ どんな物件の情報を提供したらいいの？

Ａ 「使われていない住宅」「活用されていない住宅」と思われる建物が対象となります。

（必ずしも空家であることが確定していなくても構いません）

Ｑ どうやって情報を提供したらいいの？

Ａ 所定の様式を記入して（記入例はこのチラシの裏面）、三井住友信託銀行 二俣川支店あてに、
Ｅメール(asahiku_akiya@smtb.jp)でお送りください。

※ 情報提供は、自治会・町内会単位でお願いします。

※ 二俣川支店窓口へのご持参(要事前予約)、電話(0120-860-377)でも構いません。

Ｑ 情報提供の様式はどこでもらえるの？

Ａ 旭区役所区政推進課あてにＥメール(as-kikaku@city.yokohama.jp)

又はＦＡＸ(045-951-3401)でご連絡ください。

様式の請求はこちら(メール作成画面が開きます)→

自 治 会 ・ 町 内 会 長 向 け チ ラ シ

三井住友信託
銀行のＨＰは
こ ち ら➡

横浜市
(旭区役所)

自治会・
町内会

連携内容の周知

①物件の情報提供を
お願いします！

所有者

②所有者調査のうえ、空家等の状況・市補助
制度・提供できる支援などのご案内を送付

③必要に応じて売買等の相談(任意)

連
携
協
定

市の対応が必要な
案件の情報提供
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旭区役所が自治会・町内会に協力を頂きながら、相続や不動産流通・有効利用等についてノウ

ハウのある三井住友信託銀行と連携して取り組むことで、管理不全な空家等となる前の早い段階

で、流通につなげる事を目指します。 

なお、試行的な取組のため、協定開始時は、旭区内の一部エリアに限定して実施します。その

後、運用状況を確認しながら順次区内全域に対象エリアを拡大していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・協定の名称 横浜市旭区内の管理不全な空家等の発生の抑制等に係る連携協定 

・協定締結日 令和５年 12 月 13 日(水) 

  

お問合せ先 

（協定について） 旭区区政推進課長  蒲田 仁 Tel 045-954-6025 

（三井住友信託銀行の取組内容について） 

三井住友信託銀行株式会社 二俣川支店次長 藤本 彰 Tel 0120-860-377 

令 和 ５ 年 1 2 月 1 4 日 
旭 区 区 政 推 進 課 
三井住友信託銀行株式会社 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

旭区内の空家の流通促進を図るため 

連携協定を締結！ 

 協定の概要 

【左】三井住友信託銀行 高橋常務 【右】旭区 権藤区長 

×

※民間事業者の皆様から公民連携に関する相談・提案をいただく窓口として、 

横浜市では「共創フロント」を開設しています。 

共創フロント※を通じて、三井住友信託銀行二俣

川支店から、ＳＤＧｓの地域貢献の取組の一環とし

て空家の流通促進についてご提案いただきました。 

多くの方々に選ばれ続ける「ふるさと旭」の実現

を目指し、連携して取り組んでまいります。 
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